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１ 概要について

２ 骨子案について

３ 審議事項について
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１－１ 経緯

• 昭和６０年 第１次医療法改正（医療計画制度創設）

• 昭和６２年１１月 徳島県地域医療計画策定

• 平成 ４年１０月 徳島県保健医療計画（第２次計画）

• 平成 ９年１０月 第３次計画

• 平成１４年１０月 第４次計画

• 平成２０年 ４月 第５次計画

• 平成２５年 ４月 第６次計画

• 平成３０年 ４月 第７次計画

• 令和 ６年 ４月 第８次計画（R6年度～R11年度の6年間）
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１－２ 記載すべき事項（医療法第３０条の４）

1. ５疾病・６事業及び在宅医療の確保の目標及び医療連携体制
2. 医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供
の推進

3. 地域医療構想
4. 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進
5. 病床の機能に関する情報の提供の推進
6. 外来医療に係る医療提供体制の確保
7. 医師の確保
8. 医療従事者の確保
9. 医療の安全の確保
10. 病床の整備を図るべき区域の設定
11. 基準病床数
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１－３ 第８次計画における主な変更点①

１． ５疾病・６事業及び在宅医療について

○ 「新興感染症対応」を加えた、５疾病・６事業及び在宅医療について、

重点的に取組を推進。

○ 現状・目的に即した施策検討を行うため「ロジックモデル」（※）を活用。

（ロジックモデルの構成要素の例示）

※ロジックモデル

施策が、目標とする成果を達成

するに至るまでの論理的な関係

を体系的に図式化したもの

5厚生労働省医政局長通知より



１－３ 第８次計画における主な変更点②

２． 医師確保計画・外来医療計画について

○ 令和２年４月に、本計画の別冊として策定した

「医師確保計画」及び「外来医療計画」についても、今回、本計画と同様に、

改定時期を迎えることから、計画本体に統合する。

３． 地域医療構想について

○ 現行の「地域医療構想」は、計画期間が２０２５年（令和７年）までのため、

引き続き、別冊扱いとする。

〇 ２０２５年以降の地域医療構想の取組のあり方については、

２０２３年～２０２４年度にかけて国において検討予定。
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１－４ スケジュール（案）

令和５年 ８月 医療審議会（諮問・骨子案等）

令和５年 ８月 医療施設機能調査実施

令和５年１０月 医療対策部会（素案検討）
医療審議会（素案審議）

令和５年１２月 医師会、市町村等関係団体意見聴取
パブリックコメントの実施

令和６年 ２月 医療対策部会（修正案検討）
医療審議会（最終案審議・答申）

令和６年 ３月 計画策定（改定）
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２ 第８次徳島県保健医療計画
（骨子案）
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体系

第１章 基本的事項

第２章 本県の医療を取り巻く環境

第３章 保健医療圏

第４章 徳島県地域医療構想

第５章 本県の保健医療提供体制

第６章 保健医療従事者の状況及び
養成・確保と資質の向上

第８章 事業の評価及び見直し

第７章 外来医療に係る医療提供体制の確保
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第１章 基本的事項

第１ 計画策定の趣旨

第２ 基本理念

第３ 計画の性格

第４ 計画の期間

10



審議事項① 基本理念

【現行の基本理念】

県民一人ひとりの状態に適応した保健・ 医療・介護
サービスが提供され、行き場のない患者を生み出さず、
全ての県民が安心して暮らせる徳島づくり

○ 第７次計画において、第６次計画までの基本理念に
「徳島県地域医療構想」の基本理念を加えて策定

第８次計画においても、
地域医療構想と整合的な計画とするため、
現行の基本理念を継承することとしてはどうか。

・徳島県地域医療構想の基本理念
行き場のない患者を生み出さず、
全ての患者の状態に適応した
医療・介護サービスが提供されること

・第６次計画までの基本理念
県民がいつでも、どこでも、等しく
高度な保健医療サービスが
受けられる徳島づくり
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第２章 本県の医療を取り巻く環境

第１ 人口の動向

第２ 疾病の動向

第３ 保健医療施設の状況
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第１ 人口の動向
徳島県人口推計

87,444 79,833 72,901 66,597 60,805 56,412 52,214 
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2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

0~14歳 15～64歳 65際～74歳 75歳以上

（人）
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

0~14歳 87,444 79,833 72,901 66,597 60,805 56,412 52,214

15～64歳 434,302 398,106 370,243 345,806 321,029 287,977 261,041

65際～74歳 113,264 119,375 101,912 88,777 84,412 90,040 89,071

75歳以上 120,723 125,773 142,624 150,054 147,440 140,045 133,044

総数 755,733 723,087 687,680 651,234 613,686 574,474 535,370

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成30（2018）年推計）13



第２ 疾病の動向
主な死因の死亡数・死亡率（人口１０万対）・順位

令和３年人口動態統計

死亡数 占有率 死亡率 全国順位 死亡数 死亡率 死因順位

県順位 総死亡数 10,465 100.0% 1,382.7 9 1,439,809 1,113.7 -

1 悪性新生物 2,490 23.8% 342.1 16 381,497 307.0 1

2 心疾患 1,593 15.2% 197.9 17 214,623 166.7 2

3 老衰 1,085 10.4% 138.3 15 152,024 107.5 3

4 脳血管疾患 734 7.0% 96.1 23 104,588 83.5 4

5 肺炎 690 6.6% 108.8 1 73,190 63.6 5

6 誤嚥性肺炎 456 4.4% 50.1 5 49,489 34.7 6

7 不慮の事故 319 3.0% 40.7 14 38,296 30.9 7

8 腎不全 264 2.5% 32.6 2 28,686 21.9 8

9 間質性肺疾患 163 1.6% 23.1 1 20,776 15.6 11

12 血管性等の認知症 161 1.5% 19.2 16 22,343 16.9 10

※死亡率は、｢人口10万対」

（令和3年）

死  因
徳島県 全 国
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第３ 保健医療施設の状況
徳島県の医療施設の年次推移

令和３年医療施設調査 15



第３章 保健医療圏

第１ 保健医療圏の趣旨

第２ 保健医療圏の設定

第３ 基準病床数
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保健医療圏の設定について

１次保健医療圏（市町村域）

かかりつけ医・歯科医等、県民が日常生活に密着した保健医療サービスを
受ける圏域

1.5次保健医療圏（本県独自に設定）

健康増進から、入院医療を含む身近な治療、療養、在宅医療等に対応し、
地域特性に応じたきめ細やかな保健医療サービスの提供体制を構築する圏域

２次保健医療圏（医療法第30条の４第２項第12号に規定する区域）

原則として入院医療(特殊な医療を除く。)の需要に対応する一体の区域とし
て、比較的高度な診断・治療を含む包括的な医療提供体制の整備を進める圏域

３次保健医療圏（医療法第30条の４第２項第13号に規定する区域）

専門的、特殊な保健医療サービスを供給するための圏域

17

保健医療資源の有効活用を図り、保健医療機能の効率的・
効果的な整備促進を図るため、「保健医療圏」を設定



現行計画における１．５次～２次保健医療圏図

東部Ⅰ

東部Ⅱ

南部Ⅰ

西部Ⅰ西部Ⅱ

東部圏域

西部圏域

南部圏域

２次保健医療圏

１．５次保健医療圏

三好市

東みよし町

つるぎ町 美馬市

阿波市

吉野川市

上板町
板野町

鳴門市

松茂町
藍住町

北島町

徳島市

神山町
佐那河内村

石井町

那賀町

海陽町

牟岐町

美波町

上勝町

勝浦町

小松島市

阿南市

南部Ⅱ
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人口 流入患者割合 流出患者割合

東部 509,036人 15.3% 7.1%

南部 137,526人 20.8% 27.9%

西部 72,997人 5.3% 30.4%

トリプル２０ルール（２次保健医療圏の見直し基準）

人口：令和２年国勢調査，推計流入患者割合・推計流出患者割合：平成２９年患者調査

① 人口規模が２０万人未満

② ２次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の

推計流入入院患者割合が２０％未満

③ 推計流出入院患者割合が２０％以上

⇒該当する場合は、医療圏設定の見直しについて検討が必要

⇒既存２次保健医療圏では、西部がトリプル２０ルールに該当
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審議事項② 保健医療圏の設定

● ２次保健医療圏は、 「東部・南部・西部」の

３圏域とした上で、現行の区域を継承してはどうか。

● １．５次保健医療圏についても、在宅医療や介護との

連携の観点から、引き続き設定してはどうか。

• 厚生労働省医政局長通知より、「地域医療構想の構想区域に
２次医療圏を合わせることが適当」とされている。

• 圏域の見直しにより、２次保健医療圏が広域化し、
患者の医療機関へのアクセス時間の増加につながる。
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第３ 基準病床数

21令和５年度第１回医療政策研修会資料より



療養病床及び
一般病床

基準病床数
既存病床数
(H29.3.31) 過不足病床数

東部 5,334 7,659 2,325
南部 1,320 1,983 663
西部 547 1,143 596
合計 7,201 10,785 3,584

県全域 基準病床数
既存病床数
(H29.3.31) 過不足病床数

精神病床 3,096 3,712 616
結核病床 27 37 10
感染症病床 23 23 0

第７次計画における基準病床数等
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23令和５年度第１回医療政策研修会資料より



第５章 本県の保健医療提供体制

第１ 医療機関の機能分化と連携

第２ 疾病に対応した医療提供体制の整備

第４ 安全な医療の提供

第５ 保健医療施策の推進

第３ 課題に対応した医療提供体制の整備

第６ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組

第４章 徳島県地域医療構想 ※別冊
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１ がんの医療体制

２ 脳卒中の医療体制

３ 心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制

４ 糖尿病の医療体制

５ 精神疾患の医療体制

第２ 疾病に対応した医療提供体制の整備
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26令和５年度第１回医療政策研修会資料より



27令和５年度第１回医療政策研修会資料より



28令和５年度第１回医療政策研修会資料より



29令和５年度第１回医療政策研修会資料より



１ 救急医療体制の整備

２ 小児医療体制の整備

３ 周産期医療体制の整備

４ 災害医療体制の整備

５ 新興感染症発生・まん延時における医療体制の整備

６ へき地医療体制の整備

７ 在宅医療体制の整備

第３ 課題に対応した医療提供体制の整備
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31令和５年度第１回医療政策研修会資料より



32令和５年度第１回医療政策研修会資料より



33令和５年度第１回医療政策研修会資料より



34令和５年度第１回医療政策研修会資料より



35令和５年度第１回医療政策研修会資料より



36令和５年度第１回医療政策研修会資料より



37令和５年度第１回医療政策研修会資料より



１ 健康危機管理対策

２ 健康増進(健康徳島２１の推進)

３ 自殺予防対策

４ 母子保健対策

５ 高齢者保健医療福祉対策

６ 障がい者(児)保健医療福祉対策

７ 結核・感染症対策

８ 難病対策

９ 臓器移植対策

10 アレルギー疾患対策

第４ 安全な医療の提供

第５ 保健医療施策の推進

11 歯科保健医療対策

12 血液の確保・適正使用対策

13 医薬品等の適正使用対策

14 快適な環境衛生の確保

15 食品等の安全確保

16 安全な水の確保

17 動物由来感染症の予防

18 医療に関する情報化の推進

第６ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組

38



第１ 医師の養成・確保（医師確保計画）

第２ 歯科医師の養成・確保

第３ 薬剤師の養成・確保

第６章 保健医療従事者の状況及び
養成・確保と資質の向上

第４ 看護師の養成・確保

第５ 保健医療従事者の養成・確保

第６ 医療従事者の勤務環境の改善

39



40令和５年度第１回医療政策研修会資料より



41令和５年度第１回医療政策研修会資料より



令和５年度第１回医療政策研修会資料より 42



43

◎在宅医療等を支える特定行為研修修了者等の専門性の
高い看護師が多く必要

「第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師分科会
看護師特定行為・研修部会」 資料（令和4年12月5日）より

令和５年度第１回医療政策研修会資料より



第７章 外来医療に係る医療提供体制の確保
（外来医療計画）

第８章 事業の評価及び見直し

【資料編】

策定経緯

徳島県医療審議会委員名簿

保健所別地域保健医療計画（概要版）

用語の解説

44



令和５年度第１回医療政策研修会資料より 45



１ 基本理念について

２ 保健医療圏の設定について

３ その他

審議事項

46



審議事項① 基本理念

【現行の基本理念】

県民一人ひとりの 状態に適応した 保健・ 医療・介護
サービスが提供され、行き場のない患者を生み出さず、
全ての県民が安心して暮らせる徳島づくり

○ 第７次計画において、第６次計画までの基本理念に
「徳島県地域医療構想」の基本理念を加えて策定

第８次計画おいても、
地域医療構想と整合的な計画とするため、
現行の基本理念を継承することとしてはどうか。

・徳島県地域医療構想の基本理念
行き場のない患者を生み出さず、
全ての患者の状態に適応した
医療・介護サービスが提供されること

・第６次計画までの基本理念
県民がいつでも、どこでも、等しく
高度な保健医療サービスが
受けられる徳島づくり

47

再掲



人口 流入患者割合 流出患者割合

東部 509,036人 15.3% 7.1%

南部 137,526人 20.8% 27.9%

西部 72,997人 5.3% 30.4%

トリプル２０ルール（２次保健医療圏の見直し基準）

人口：令和２年国勢調査，推計流入患者割合・推計流出患者割合：平成２９年患者調査

① 人口規模が２０万人未満

② ２次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の

推計流入入院患者割合が２０％未満

③ 推計流出入院患者割合が２０％以上

⇒該当する場合は、医療圏設定の見直しについて検討が必要

⇒既存２次保健医療圏では、西部がトリプル２０ルールに該当
48

再掲



審議事項② 保健医療圏の設定

● ２次保健医療圏は、 「東部・南部・西部」の

３圏域とした上で、現行の区域を継承してはどうか。

● １．５次保健医療圏についても、在宅医療や介護との

連携の観点から、引き続き設定してはどうか。

• 厚生労働省医政局長通知より、「地域医療構想の構想区域に
２次医療圏を合わせることが適当」とされている。

• 圏域の見直しにより、２次保健医療圏が広域化し、
患者の医療機関へのアクセス時間の増加につながる。
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